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少年相談の実施要領について

少年相談の取扱いについては、少年警察活動規則（平成14年国家公安委員会規則第

20号）第８条、「少年警察活動推進上の留意事項について」（平成26年５月19日付け

青警本少第57号）及び「警察安全相談及び苦情取扱要綱の制定について」（令和３年

３月19日付け広報第26号）に定めるもののほか、「少年相談の実施要領について」（令

和３年３月19日付け少安第496号。以下「旧通達」という。）に定めているところ、

この度、少年法等の一部を改正する法律（令和３年法第47号）及び犯罪捜査規範及び

少年警察活動規則の一部を改正する規則（令和４年国家公安委員会規則第１号）の制

定に伴い、新たに「少年警察活動推進上の留意事項について（令和４年４月１日付け

生企第１号）が定められたことから、令和４年４月１日からは、別添「少年相談の実

施要領」によることとしたので、引き続き、適正かつ効果的な活動の実施に努められ

たい。

なお、旧通達は、本通達の運用開始をもって廃止する。

担当 生活安全企画課少年対策係



別添

少年相談の実施要領

１ 制定の趣旨

少年又はその保護者等から少年の非行防止その他少年の健全な育成に係る事項に

関し、悩みごと、困りごと等の相談があったときに、当該事案の内容に応じ、必要

な指導、助言その他の援助を行うため、必要な事項を定めるものとする。

２ 少年相談担当責任者及び少年相談担当者の指定

(1) 警察署長（警察本部にあっては、生活安全企画課長。以下「警察署長等」とい

う。）は、生活安全課長又は刑事生活安全課長（警察本部生活安全企画課にあっ

ては、少年警察部門を担当する課長補佐）に少年相談担当責任者として少年相談

の処理を統括させるものとする。

(2) 少年相談担当責任者は、少年警察部門の警察職員の中から少年相談を処理する

ために必要な知識及び技術を有すると認められる者を少年相談担当者に指定し、

少年相談の処理に従事させるものとする。

３ 少年相談の取扱い

(1) 少年又はその保護者等から少年相談があったときは、原則として少年相談担当

者が取り扱うものとする。

(2) 当直時など、少年相談担当者が不在の際に少年相談があった場合は、当直責任

者等が、少年警察部門以外の部門に所属する警察職員を指定し、相談受理に当た

らせることができる。この場合、当直責任者等は、速やかに当該事案を少年相談

担当責任者に引き継ぐものとする。

なお、少年相談を引き継ぐ場合においては、当直責任者等は、当該少年相談を

受理した警察職員に、相談者に対して引継ぎ先、連絡方法等必要な事項を説明さ

せるものとする。

(3) 少年警察部門以外の部門に所属する警察職員が当該事案を自ら処理することが

適当であると認めた場合においては、警察署長等に報告し、少年相談担当責任者

に連絡した上、自ら当該事案を処理することができる。

４ 少年相談の措置

(1) 少年相談担当者は、受理した少年相談について、少年相談担当責任者に相談内

容を報告の上、必要な指揮を受けた後、相談者に対し適宜指導、助言その他の援

助を与えるものとする。

また、少年相談担当責任者は、引継ぎを受けた少年相談について、少年相談担

当者に必要な指揮を行い、相談者に対する適宜指導、助言等を行わせるものとす

る。

(2) 少年相談に係る事案を解決するため、当該少年相談において問題となっている

少年(以下「対象少年」という。)自身に面接し、これに対する指導、助言その他

の援助を行うことが必要であると認められるときは、警察署長等に報告の上、対

象少年の保護者等と連絡をとり、対象少年を適当な場所に招致して指導、助言そ

の他の援助を行うものとする。ただし、対象少年が特定少年（少年警察活動規則

（平成14年国家公安委員会規則第20号）第２条第２号に規定する特定少年をいう。）

の場合は、本人と連絡をとり、指導、助言その他の援助を行うものとする。



また、この場合に、当該特定少年の指導、助言その他の援助を行う観点から、

その両親等に併せて連絡することは差し支えない。

(3) 対象少年に対して、相当期間継続して指導、助言その他の援助を行うことが必

要であると認められる場合は、対象少年の性格を正しく把握し、非行等の原因、

家庭環境等について改善を促すなど継続的に指導、助言その他の援助を行うほか、

必要に応じて、児童相談所、学校等の関係機関等が対象少年に係る情報を共有し

連携して対応する少年サポートチームを効果的に活用するものとする。

(4) 対象少年に対する継続補導（少年警察活動規則（平成14年国家公安委員会規則

第20号）第８条第２項（同条第５項（第14条第２項において準用する場合を含む。）

の規定により読み替えて適用する場合並びに第13条第３項及び第14条第２項にお

いて準用する場合を含む。）の規定により行う継続的な補導をいう。）は、原則

として、少年サポートセンターに配置された少年補導職員（やむを得ない理由が

ある場合には、少年サポートセンターの指導の下、警察署の少年警察部門に属す

る警察官）が実施するものとする。

(5) 少年相談に関連して、少年警察部門の所掌に属しない事案について相談を受け

たときは、当該事案を担当すべき他の警察部門又は関係機関に引き継ぐ等相談者

の立場に立った適切な対応をするものとする。

５ 警察本部による警察署に対する支援強化

警察本部生活安全企画課長は、警察署が取り扱う少年相談のうち、カウンセリン

グ等の専門的な指導・助言のほか、他機関における対応が適当と認められる相談等

については、少年サポートセンターが主体となって少年補導職員の派遣や関係機関

への連絡・調整を行うなど必要な支援を積極的に行うものとする。

６ 配意事項

(1) 少年相談は、少年サポートセンター員又は少年警察部門の警察官が配置された

施設内において行うことが原則であるが、必要な場合には、関係者が落ち着いて

相談のできる適当な場所に出向いて行うことを考慮するものとする。

(2) 少年相談の実施に当たっては、相談者の心情を十分に考慮して行うとともに、

関係者の秘密の保持に特に配意するものとする。

(3) 警察本部及び警察署においては、少年相談の利用促進を図るための広報に努め

るとともに、少年相談室の入口等に適当な表示を掲げるものとする。

(4) 少年相談に係る業務を適切に推進するに当たっては、大学において心理学、教

育学又は社会学を専修した者を少年相談担当者として配置するように努めるとと

もに、少年相談担当者が少年相談に関する教養や研修を受けられるように留意し、

関係機関との事例研究会、情報交換会等を開催するなど関係機関との連携の強化

にも配意して、少年相談の処理体制の充実を図るものとする。

７ 警察安全相談受理表等の作成等

受理した少年相談については、「警察安全相談及び苦情取扱要綱の制定について」

（令和３年３月19日付け広報第26号）において定める警察安全相談及び苦情取扱要

綱別記様式第１号「警察安全相談受理表」を作成のうえ、警察署長等に対して、当

該受理状況を適時・適切に報告し、必要な指揮を受けるものとする。

また、当該少年相談受理後も継続して対応を行った場合は、同要綱別記様式第２

号「警察安全相談処理表」を作成のうえ、警察署長等に対して、当該処理状況を適

時・適切に報告し、必要な指揮を受けるものとする。


